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店 舗 衛 生 監 査
の理想像
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内容

1. 衛生監査の目的

2. 監査内容

3. 予算・条件

4. 必要な知識

5. 使用器具

6. 指導・説明

7. 注意事項

8. 報告書作成・提出
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１.衛生監査の目的
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①食品事故の防止

②安全で衛生的な食事

③安心して食事できる清潔な空間

④施設内の衛生状態向上

⑤従業員の意識向上

⑥厨房内労災事故防止

⑦顧客に対してのアピール、証明

⑧HACCP、ISO等取得のため
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１．衛生監査の目的



①食品事故の防止

◆厨房の衛生状態の確認・評価
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危害要因（生物学的、化学的、物理的）の洗い出し

生物学的：微生物挙動(付着、持込、増殖、生残）

に基づき確認・評価を行う



①食品事故の防止

7

危害要因とは

【定義】
適切な管理を怠った場合、あるいは管理システム
そのものが不適切であった場合、人に疾病やケガ
を引き起こす（ことが（普通に考えて）起こり得ると
予想される）、生物学的、化学的、物理的な要因
のことをいう。

食品中にあって人に疾病やケガを引き起こす可
能性のある要因とその状態



①食品事故の防止
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食中毒とは

【定義】

なんらかの有毒・有害物質が食品（飲食

物）の中に入っていて（またはくっつい

て）、それを飲食し胃腸炎などの急性障

害をひきおこす疾患



①食品事故の防止

⚫天然に存在する化学物質

微生物による産生物質（カビ毒、ヒスタミンなど）

自然毒（魚貝毒、植物毒）

食物アレルゲン
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1)化学的危害要因



①食品事故の防止

⚫意図しないで加えられた化学物質

⚫農林水産業用の化学物質（農薬、防カビ剤、
除草剤、動物用医薬品など）

⚫工場内で使用する化学物質（洗剤、潤滑油、
消毒剤、ペンキなど）
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1)化学的危害要因



①食品事故の防止

⚫ 金属片

装置の部品の脱落、動物に使用された注射針、散弾の破片、

ワイヤーの切れ端、クリップなど

⚫ ガラス片

ガラス容器、照明や温度計由来のガラス破片
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2)物理的危害要因（通常硬質または鋭利）



①食品事故の防止

昆虫、毛髪、フィルム片（包材など）、糸くずな

ど健康被害はないが、クレームにつながる要

因
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2)物理的危害要因（軟質異物：ビジネスリスク）



①食品事故の防止

細菌：病原細菌（ボツリヌス菌、サルモネラ属菌、
病原性大腸菌、腸炎ビブリオなど)

ウイルス：ノロウイルスなど

寄生虫：クリプトスポリジウム、アニサキスなど

13

3）生物学的危害要因



温度

水分栄養

食品そのものや 工程、製造環境中では全てが揃うことが多い

細菌が増殖する3要素（ウイルスではない）
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糖類、タンパク質など、
埃などの汚れも

食品中の水分、ラインの
水、湿気、結露など

低温（冷蔵・冷凍）では
死滅しない

①食品事故の防止



①食品事故の防止
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3）生物学的危害要因 主な食中毒菌



食中毒と腐敗の違い
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腐敗（モノの状態）

臭いがする

酸っぱくなる

変色する

ネト・軟化などの
物性変化

膨張する

普通は107～8/g程度の菌数が

必要（菌種による）

食中毒（病気）

食品の見た目は
普通と変わらない

細菌によるもの

ウイルスによるもの

化学物質によるもの

自然毒によるもの

感染型の場

合 少ない

「菌」数＝約

102/食事）

でも起きる

ものもある

寄生虫によるもの

微生物産生毒素
による毒素型食中毒

①食品事故の防止



生物学的危害要因抑制の4原則
＝微生物学的挙動＝食中毒予防4原則
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1. 持ち込まない
安全な原料を使用する。動線の管理など。

2. くっつけない（汚染防止）
食品を衛生的な環境で取り扱う
作業員、製造ラインなどの衛生管理

手洗い・アルコール消毒・洗浄、除菌、殺菌など

3. 増やさない（増殖防止） ウィルスは除外

食虫毒菌など危害要因の増殖防止
低温保管・保存、高温保管、添加物の使用など

4. やっつける（汚染除去）
加熱、除菌・殺菌処理、器具の洗浄・除菌・殺菌

作業環境

①食品事故の防止



食中毒を起こす微生物 ／ 腐敗菌
[食品に関わるあらゆるところに存在…環境、人、器具、動物、昆虫、原材料など]

人・器具、ハエ・ゴキブリ・ネズミなど

食べる

発 病（食中毒）

食品中で菌が増殖

腐敗（異臭や外観変化）

黄色ブドウ
球菌

毛髪にも菌は存
在

病原
菌

腐敗菌

食品に付着

食中毒の発生機序 18

毒素

①食品事故の防止



衛生状態を示す指標菌 19

菌数が多い・・・

食品を腐敗させる細菌が多い・・・となれば病原性細菌も潜
んでいる可能性がある

菌が検出されたら・・・

食品の糞便（由来）による汚染・・・食品の衛生管理状
態に決定的な問題がある

一般細菌数： 汚染の程度を示す最も代表的な指標
（生菌数） 食品中に生存している細菌数を検査

大腸菌群
糞便系大腸菌群：

大腸菌

食中毒（や経口感染症）の多くはヒトや動物の腸
管内に生息している微生物が原因

①食品事故の防止



規格基準等における
大腸菌群・糞便系大腸菌群・大腸菌(E.coli)の位置付け 20

　　　 大腸菌群　陰性

E.coli　 陽性

糞便系大腸菌群　陽性

　　大腸菌群　陽性 大腸菌群陰性でなければいけない食品
　保存用氷雪、清涼飲料水、ミネラルウォーター、
　粉末清涼飲料水、氷雪、氷菓、
　加熱食肉製品（容器包装後殺菌したもの）、鯨肉製品、
　魚肉ねり製品、ゆでだこ、無加熱摂取冷凍食品、
　加熱後摂取冷凍食品で凍結前過熱、
　生食用冷凍鮮魚介類、飲用乳（牛乳、特別牛乳、殺菌山
　羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳）、乳飲料、クリーム、
　バター、バターオイル、プロセスチーズ、濃縮ホエイ、
　アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、はっ酵乳、
　乳酸菌飲料、洋生菓子、ゆでめん類

 糞便系大腸菌群陰性でなければいけない食品
 生食用食肉（牛又は馬の肝臓又は肉）

E.coli陰性でなければいけない食品
乾燥食肉製品、加熱食肉製品（加熱殺菌後包装したもの）、
加熱後摂取冷凍食品で凍結前加熱以外、加熱処理そうざい、
未加熱そうざい、浅漬、生めん類

  基準値以下のE.coli 検出が許される食品
 非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品、生食用かき

基準値以上のE.coli が検出された食品は
販売等に供することは出来ません

大
←

人
や
動
物
の
糞
便
に
よ
る
汚
染
→
小

大
←
人
や
動
物
の
糞
便
に
よ
る
汚
染
→

小
ｸﾘｰﾑ

図中の基準値は『食品、添加物等の規格基準』、『乳及び乳製品の成分規格等に関する省令』、『弁当及びそうざいの衛生規範』、
『洋生菓子の衛生規範』、『生めん類の衛生規範』から抜粋したものです（WafooﾈｯﾄHP）

①食品事故の防止



微生物の最適増殖温度
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-10℃ 0℃ 30℃ 50℃ 90℃

低温菌
（25～30℃）
-5～5℃でも生育

中温菌（20～45℃）

高温菌（50～
70℃）

好冷菌
（12～15℃）
-10～5℃でも
生育

好冷菌・・・Psychrobacter、Moritella marina

など

低温菌・・・Pseudomonas、Lactobacillusの一部

など

中温菌・・・大部分の食中毒菌、腐敗菌、カビ、酵母

など

高温菌・・・フラットサワー菌など

①食品事故の防止



水分活性と微生物の増殖の関係
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①食品事故の防止



○：有効 △：あまり有効ではない ×：無効（下線：条件により異なる）

微生物の制御（除菌成分の効果の概要）

分
類 除菌剤

細
菌

芽
胞
菌

乳
酸
菌

酵
母

カ
ビ 備 考

食
添

エタノール ○ × ○ ○ ○ 酵母・カビに有効

塩素系 （次亜塩素酸Na、次亜塩素
酸水など）

○ × ○ △ △ 有機物で効果が激減

合
成
除
菌
剤

第四級

ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩

塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ
（逆性石鹸、BAC）

○ △ ○ △ △
幅広い菌に有効

芽胞菌には効果低いｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆ
ｳﾑｸﾛﾗｲﾄﾞ（DDAC）

ビグアナイド系（PHMB） ○ ○ ○ △ △ 芽胞菌に優れた効果

両性界面活性剤 ○ △ △ △ △ 結核菌にも有効
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*芽胞菌は芽胞（殻）を形成するため、高温、乾燥、除菌剤に耐性あり

厨房で使用する
主な除菌剤 除菌剤の使用状況の確認

①食品事故の防止



電解水とは？ 24
①食品事故の防止

飲用のアルカリイオン水と、洗浄・殺菌消毒用
の電解水の2つに大別できる。

装置の作動状況の状況の確認



②安全で衛生的な食事
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③安心して食事できる清潔な空間

1)前述の活動の結果として得られるもの

2)見かけの衛生

・見た目の美しさ、清潔感をアピール
いかに清潔であってもそれが表現できて
いないと客は入らない。

・美味しそうな見た目、インテリア
・初見の客は見た目で判断
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壁面にカビ発生

・カビによるアレルギー等健康被害の可能性

・壁面腐食、立てかけによるまな板汚染

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く



④施設内衛生状況向上：事例
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グリストラップの清掃不良

・ふた、本体週1回以上の清掃が望まれる

・夏場は特にコバエ等飛翔昆虫の発生

・清掃をしない（汚れをためる）ますます清掃が嫌になる

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く



なぜ専用の手洗い
場が必要か？
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ほかのシンク等で洗いがち：あまりにも

使用しにくい手洗い場は手洗い意欲の

減退につながる。黙認のケース。使用

後は消毒

手洗いの前にモノが置かれ洗い

にくい。ハンドソープ他手洗い用

品なし

（別途シンクにて手洗い）

ハンドソ－プ、消毒薬、ペー

パータオル等常設）

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く
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・魚焼き機清掃不良、段ボール多用

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く
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・段ボール・新聞紙多用

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く
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・設備下ゴミ散乱

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く
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窓辺にコバエ死骸堆積

グリストラップよりコバエ飛翔

むき出しの容器

④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な作業場は
清掃意欲の減退を招く
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④施設内衛生状況向上：事例

➢ 不潔な調理器具は
直接食中毒事故を招く

・包丁洗浄不良

包丁の柄に食品残渣

・まな板洗浄不良

・もはや洗浄しても無駄なの
で更新を進めている。

・10万円ほどするらしい



⑤従業員の意識向上

➢これ（ルール）を守らなかったらどんなリ
スクがあるか
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・手洗い、消毒などしても見えないところにあるリス
ク



⑤従業員の意識向上

➢現場においてのヒヤリング、指導
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⑤従業員の意識向上

➢季節ごとあるいは、朝礼等での衛生講習、
または軽いレクチャーの勧め
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（いわゆる衛生監査とは違うが・・・）



⑥労災事故防止

A) 床面転倒（特にフライヤーの前）

B) グリストラップのフタのふみぬき
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グリストラップのフタの腐食

非常に危険

グリストラップのフタの腐食を

まな板で補強

時間の問題、いつ割れるか



⑥労災事故防止
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破損した包丁使用（危険）



⑧顧客に対するアピール、証明、プレゼンテーション

・衛生状態、安全な食事の提供のアピール
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⑨ISO、HACCP等規格取得のため

通常的なものとは別（書類審査も多い）
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２.監査内容

①検査機材

②前回の指摘事項：改善状況

③厨房内、ホール、売り場衛生チェック

④ふき取り検査

⑤食品サンプル採取

⑥厨房内労災事故防止

⑦衛生管理マニュアル、チェック表の確認
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①検査機材
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➢ふき取り検査機材

➢温度計

➢油酸化度チェック（AVチェッカー）

➢カメラ（説得力が増す）

➢マスク、ネット帽、手袋、白衣、厨房靴

➢ etc



②前回の指摘事項の改善状況確認
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➢完全に改善できていなくともその
姿勢があればよい。前回いつま
でどのように改善するつもりか聞
いておく

➢改善状況により責任者の衛生意
識が図れる



③衛生チェック
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1)各危害要因に沿ったチェック項目

➢生物学的、化学的、物理学的危害要因の洗
い出し

➢各施設衛生マニュアル
（チェック表）に沿った項目



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
a)食品の取り扱い

a. 非加熱食品（カット済胡
瓜）加熱前食品と混在

b. 煮物常温放置、ダンボー
ルふた：モラル

c. 前日割卵



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
a)食品の取り扱い

a. 生肉（ラップ包み）

b. ドレッシング

棚の上部になるほど直接喫食す

る（加熱なしで食べる）ものを保

管。（生肉のドリップの滴下によ

る汚染）

冷蔵庫のキャパの関係でやむを得ず隣接する場合は加熱前、加

熱後、生食等必ず触れ合うことのないようタッパー等に入れて保管

する。



食品の期限管理

消費期限・賞味期限・仕入日 月 日

８月 １５日開封日・解凍日・加工日

使用期限 ８月 １８日

同
時
に
記
入

使用期限
・加熱調理済み食品：調理後３日
・デザート：調理後３日
・冷凍食品開封後、冷凍保管１ヵ月
・厨房調理食品の冷凍保管１ヵ月

③衛生チェック

47



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）

b) 調理器具類、設備の保管・破損・衛生状態

a. ミートカッター清掃不良（機械
油）

b. まな板清掃不良

c. 布巾未更新

d. 冷蔵庫内整理整頓清掃不良
冷蔵庫内食品乱雑保管



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
c) 厨房内壁面・床面・グリストラップ破損・清掃状態

a. 天井塗装剥がれ

b. 床面破損

c. フライヤー前清掃不良



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
d) そ族、衛生昆虫の発生の有無

a. ゴキブリの発生

b. コバエ（飛翔昆虫）の発生



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
e) 食材搬入状況、在庫管理

a. 搬入時間

b. 搬入時状況

温度、荷姿、保管状況
その他



③衛生チェック
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2)具体的な指摘例（一部）
f) 表示（牛肉、賞味・消費期限、産地、その他）

a. 米トレーサビリティ

b. 牛肉トレーサビリティ

c. 惣菜



④ふき取り検査機材いろいろ
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a. ATP（キッコーマン）

長所
1. 見えない汚れを高感度に検出
2. 測定時間は約１０秒、迅速にその場で結果がわ
かる
3. 難しい操作がなく、誰でも簡単に検査できる
4. 結果が数値で得られ、客観的に判断ができる

欠点
➢高価

本体：約10万円～
80～400円／1本（1検体）ルシパック

➢保管温度（ルシパック）2～8℃



④ふき取り検査機材いろいろ

54

b)フードスタンプ（ここではぺたんチェック）

長所
1. 菌数菌種が概ね正確にわかる
2. 操作が容易

欠点
➢高価

100円～／1枚（1検体）
➢保管温度 2～10℃
➢結果が出るまで2～3日
➢廃棄方法の制限



④ふき取り検査機材いろいろ

55

c)サンコリテップ

長所

➢ 操作が容易
➢ 安価50円～70円／1枚（1検体）
➢ 多くの検体検査ができる
➢ 保管が容易

欠点
➢保管温度 2～10℃
➢結果が出るまで2～3日
➢結果が公定法と若干ブレがある

スクリーニングに適する



⑤食品サンプル採取

（一般性菌数、大腸菌群等必要に応じた項目）

56

・検食（保存食：2週間保存後廃棄予定のもの）

・実際に販売、保管中のもの



３.予算・条件に
沿った監査計画

57
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先方、営業、監査担当部署との折衝

② 自社監査 ⇒ 実費と人件費のみ



４.関係知識

59



①一般衛生管理

60

① 立地環境 ⑩ 在庫の管理

② 敷地管理 ⑪ 整理整頓、清掃、衛生

③ 施設・設備の設計、施工及び配置 ⑫ 水や氷の管理

④ ユーティリティの管理 ⑬ 廃棄物の管理

⑤ 装置・器具 ⑭ 輸送

⑥ 保守 ⑮ 従業員等の衛生及び健康管理

⑦ 従業員用の施設 ⑯ 教育・訓練

⑧ 物理的、化学的、生物学危害要因 ⑰ 製品の包装と保管

⑨ 隔離と交差汚染

一般衛生管理



５.注意事項

61



5.注意事項

①相手が納得するよう指導・説明を行う

62

自分の意見・見解を押し付けない

現場に合わせた衛生を一緒に考える

優先すべきはなにか



5.注意事項

② 他監査員との意見統一

6
3

現場の混乱を招くの
で各監査員は事前に
意見統一が必要

63



5.注意事項

③ 訪問時間帯

64

 アイドルタイムが望ましい（抜き打ち検査、ヒアリング

等）

 ピーク時に行くときは観察が望ましい

 所要時間：せいぜい1時間（定時監査の場合）



5.注意事項

④ 汚染を招く行為を避ける

65

営業中にグリストラップを開けない

グリストラップを開けると汚染物質

（細菌等）がエアロゾルにより周囲

に拡散・付着。感染原因となる



5.注意事項

⑤ 監査員は検便等検査を

行うことが望ましい

66

監査員は直接厨房に入るため、

また先方への証明として検査

を行うことが望ましい。



６.報告書作成・提出

67



① 作成・記入

68

➢ 通常は報告書テンプレートに記入

・衛生レベル評価
通常はシステム化されておりチェック
していけば自動的に評価される

・監査員記入欄：

５W1Hを意識してわかり

やすく表現

（先方が読むことを意識して）



②現場スタッフの虚偽報告に対する対応

69

➢ 怪しいと思ったら

・報告書に「・・・といった

説明を受けた」といった

書き方をする。



③責任の所在を明確に

70

• 施設・設備・器機の破損、使用しに

くい設備等



④提出時期

71

・できるだけ早急に‼

★特に危険度が高いものは特急で‼

状況の変化に対応

しなきゃ‼



本来店舗衛生監査は

外部第二者監査のひとつ

72



店舗衛生監査

監査の分類

内部監査 第一者監査

外部監査 第二者監査

第三者監査(審査)

第一者監査

第三者監査（審査）

第二者監査

認証機関

事業所サプライヤ
ー事業所

顧客/
本部

第二者監査

被監査者⇔監査員

73



顧客/
本部



監査員の行う検証のあるべき姿

観 察

面談
（インタビュー）

監査基準

検証

検証 検証

文書、記録
の確認

店舗衛生監査の実施に当たって

75



監査員の検証活動の実態

観 察

面談
（インタビュー）

監査基準？

検証？

検証？ 検証？

文書、記録の確認

店舗衛生監査の実施に当たって

76
非常に根拠のあいまいな姿となっている



一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

以前の保健所立ち入り指導、営業許可

適合性確認

77



一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理、JFS-A

適合性確認

78



一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

HACCPに基づく衛生管理、JFSーB

適合性確認

79



一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

ISO22000

認証

80



一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

ISO22000+ISO/TS22002-1

認証

81



内部監査

一般衛生管理

HACCP

PDCA
マネジメントシステム

各規格「売り」の部分

GFSI承認規格（FSSC、SQF、BRC、JFS-C）

認証

82



適合証明
（責任を負わない認証） 認証

HACCPの考え方を
取り入れた

HACCPに
基づいた

83

店舗衛生監査

店舗衛生監査はママコの扱い

袋小路的進化を続けている



店舗衛生監査は

チェックリスト方式に流れがち

1. 顧客/本部の期待表明に明確さが欠けているため、

チェックリストでもないと 監査側との合意事項の確認

が困難

2. 顧客/本部側の力量不足

3. 監査員側の力量不足

4. 安価に請け負っているため 監査に与えられた時間が
極端に短い→効率化必要

5. 〇×で評価できる（数値化しやすい）方式が どちら側
からも歓迎されやすい

84



チェックリスト方式の利点

1. 重要項目をもらさずに監査

2. 質問を事前に準備できるので、監査時間の節約

3. 監査員によるバラツキを最小限にし、監査の均一性を
確保しやすい

4. 過去のパフォーマンス、顧客の苦情などを勘案して、監
査実施の度に修正、改善を加えることが容易（なは
ず？）

5. 監査時に過去のチェックリストを参照することができ
データの引継ぎが容易（なはず？）

85



チェックリスト方式の弊害

1. 〇×、白黒、YES/NOが 顧客/本部、監査員両方から

歓迎されがち

2. 監査中には「なぜ？」という根本を考える暇もなく

表層にでてきているサインだけで 〇×を付けがち

3. 質問事項が多いほど→いい監査 との誤解が生まれやす
い。どんどん積み上げ方式に向かいがち

86



• 法律

• 公的規範・基準、SDGs、CSR

• ISO22000

• 社内FSMS文書

食品安全方針、衛生管理基準、

HACCPプラン、SOP、SSOP

チェックリストのもととになるべき文書
(監査基準)

87

社内要求事項

社外要求事項



2003～

2000～

1998～

1999～

2020～

最新版 2020～

1987～

88

食品にかかわる法律



• 各種社外（公的）要求事項

• 各種社内要求事項

を塩梅し、ちょうどいい落としどころを狙っ

ているべきもの

かつ

要求への適合・不適合が正確に反映されるよ

うに設計されているべきもの

チェックリストは本来

89



要求事項を熟知していない顧客/本部 と

要求されるべき事項を熟知していない監査会社との間で

顧客/本部にとっては 白黒つけやすく

監査会社にとっては仕事をしてきた証拠として提示しやすく

作り上げられたものである傾向が強い

「早く、安く、うまいこと」が主眼

そして 顧客/本部側の関心事がどんどん積み上げられ
重厚長大化していく傾向にある・・・断捨離はおきない

チェックリストの実態

90
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例A



✓ 別に大腸菌検査をやるわけでもなく

✓ いつのまにか ATPや見た目の汚さが注意事項となって
いく論理のすり替え

✓ 洗浄・殺菌の強化を対策として訴えながら どうやる
べきか の How to には 言及しない

（それよりもなによりも 肉の生食はないのか？）

飲食店事例A:

非加熱食材に大腸菌付着が店にとっての
最大のリスクと喝破していながら

99
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NO 配点

1 健康チェックやその他の記録に不備がない 2
2 【備品】洗浄液、アルコール、爪ブラシ、ペーパータオルがある 2
3 【備品状況】備品、蛇口、シンクが汚れていない 2
4 洗浄液、アルコール、爪ブラシ、ペーパータオルを使用している 2
5 「洗って」を2回繰り返している 2
6 【ヒアリング】手洗い頻度、衛生手袋の使用タイミングを理解している 2
7 適切で清潔な制服（マスク、帽子含む）を着用し、不適切な装飾品がない 2
8 不要な私物を調理場に持ち込んでいない 2
9 冷蔵・冷凍庫にドリップ、残渣、フィルターの汚れが無い 2

10 冷蔵庫内は衛生的な容器で密封保管し、特に生食食材への汚染が無い 2
11 冷蔵庫内は日付管理を行い、先入れ・先出しされ、期限切れ・不明商品がない 2
12 冷蔵機器に温度異常が見られない 2
13 製氷機内の氷に、アイススコップが接触していない 2
14 アイススコップ（持つ部分）のATP検査 2
15 食洗機が清潔 2
16 飲料設備が清潔 2
17 床、グレーチング、グリストラップが清潔 1
18 シンク、作業台、棚などが清潔 2
19 空調（換気扇、ダクト、エアコン）が清潔 1
20 天井、壁、照明が清潔 1
21 フライヤー、コンロまわりが清潔。油の酸化度 1
22 トイレが清潔 2
23 ゴミ箱が清潔 2
24 害虫が発生、目撃されていない 2
25 その他厨房設備（電子レンジ、炊飯器、計量機等）が清潔 2
26 包丁、包丁保管庫は清潔かつ保管状態に問題が無い 2
27 まな板は清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
28 包丁、まな板は生食・加熱用に分類されている 2
29 ダスターは清潔で　適度に交換、殺菌されている 2
30 ダスターは用途別に区分けされている 2
31 他調理器具は清潔かつ、保管状況に問題がない 2
32 食器、容器は清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
33 調味料、常温保存品の保管方法に問題が無く、期限切れがない 2
34 異物混入の可能性が高いものがない 2
35 薬剤、他衛生資材が十分にあり、容器が清潔 2
36 清掃用具が清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
37 ラップ、ホイル、テイクアウト容器が清潔 2
38 手指：1500以下 2
39 器具（包丁、まな板、非加熱または加熱後使用する器具）：1,000以下 2
40 設備（食洗機、冷蔵取っ手等から1箇所） 2

41 【ルール改定】前回監査後に変更があったマニュアルを把握し、実践している 3

42 【洗浄殺菌】　生食における洗浄不足が懸念される食材が無い 3

43 【加熱殺菌】　加熱不足が懸念される食材が無い 3

44 【増殖リスク】　加熱→冷却時　長時間危険温度帯にさらされる食材が無い 3

45 【交差汚染】　器具殺菌、手指殺菌、食材保管など交差汚染の可能性が低い 3

46 【テイクアウト、デリバリー】適切な表示・注意書きがある 3

47 【顧客クレーム】前回監査以降　クレームや異物が発生した 3

48 【他】　監査員が気づいた重大な点がある 3

100

【評価基準】 96点以上：Ａ　90～95点：Ｂ　　80～89点：Ｃ　　70～79点：Ｃ　69点未満：E

【評価基準】 96点以上：Ａ　　　 96点以上：Ａ　　　

90～95点：Ｂ　 90～95点：Ｂ　

80～89点：Ｃ　　 80～89点：Ｃ　　

70～79点：Ｄ　　 70～79点：Ｄ　　

69点未満：Ｅ 69点未満：Ｅ

記録 1%

監　査　項　目

項目 監査項目 不備率

個人衛生

手洗い（設備）
0%
7%

手洗い（実技）

0%
4%
0%

制服、装飾品 0%
私物 7%

施設・設備

冷蔵機器

26%
19%
1%
2%
21%
48%

15%
10%
0%
14%
4%
18%

他設備

5%

器具・容器

包丁・まな板
13%
23%
0%

ダスター
4%
1%

食器・容器 18%

4%
30%
29%
18%

他器具 19%

他 13%
異物混入 5%

資材
10%
17%
2%

ＡＴＰ検査
29%
38%
50%

【重要】

7%

4%

0%

2%

1%

6%

0%

4%

店舗数 比率 店舗数 比率
13 15% 8 10%
29 35% 27 35%

0 0% 1 1%

37 44% 34 44%
5 6% 7 9%

飲食チェーン店舗 事例A
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NO 配点

1 健康チェックやその他の記録に不備がない 2
2 【備品】洗浄液、アルコール、爪ブラシ、ペーパータオルがある 2
3 【備品状況】備品、蛇口、シンクが汚れていない 2
4 洗浄液、アルコール、爪ブラシ、ペーパータオルを使用している 2
5 「洗って」を2回繰り返している 2
6 【ヒアリング】手洗い頻度、衛生手袋の使用タイミングを理解している 2
7 適切で清潔な制服（マスク、帽子含む）を着用し、不適切な装飾品がない 2
8 不要な私物を調理場に持ち込んでいない 2
9 冷蔵・冷凍庫にドリップ、残渣、フィルターの汚れが無い 2

10 冷蔵庫内は衛生的な容器で密封保管し、特に生食食材への汚染が無い 2
11 冷蔵庫内は日付管理を行い、先入れ・先出しされ、期限切れ・不明商品がない 2
12 冷蔵機器に温度異常が見られない 2
13 製氷機内の氷に、アイススコップが接触していない 2
14 アイススコップ（持つ部分）のATP検査 2
15 食洗機が清潔 2
16 飲料設備が清潔 2
17 床、グレーチング、グリストラップが清潔 1
18 シンク、作業台、棚などが清潔 2
19 空調（換気扇、ダクト、エアコン）が清潔 1
20 天井、壁、照明が清潔 1
21 フライヤー、コンロまわりが清潔。油の酸化度 1
22 トイレが清潔 2
23 ゴミ箱が清潔 2
24 害虫が発生、目撃されていない 2
25 その他厨房設備（電子レンジ、炊飯器、計量機等）が清潔 2

記録 1%

監　査　項　目

項目 監査項目 不備率

個人衛生

手洗い（設備）
0%
7%

手洗い（実技）

0%
4%
0%

制服、装飾品 0%
私物 7%

施設・設備

冷蔵機器

26%
19%
1%
2%
21%
48%

15%
10%
0%
14%
4%
18%

他設備

5%
4%
30%
29%
18%

飲食チェーン店舗 事例A
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26 包丁、包丁保管庫は清潔かつ保管状態に問題が無い 2
27 まな板は清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
28 包丁、まな板は生食・加熱用に分類されている 2
29 ダスターは清潔で　適度に交換、殺菌されている 2
30 ダスターは用途別に区分けされている 2
31 他調理器具は清潔かつ、保管状況に問題がない 2
32 食器、容器は清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
33 調味料、常温保存品の保管方法に問題が無く、期限切れがない 2
34 異物混入の可能性が高いものがない 2
35 薬剤、他衛生資材が十分にあり、容器が清潔 2
36 清掃用具が清潔かつ、保管状況に問題が無い 2
37 ラップ、ホイル、テイクアウト容器が清潔 2
38 手指：1500以下 2
39 器具（包丁、まな板、非加熱または加熱後使用する器具）：1,000以下 2
40 設備（食洗機、冷蔵取っ手等から1箇所） 2

41 【ルール改定】前回監査後に変更があったマニュアルを把握し、実践している 3

42 【洗浄殺菌】　生食における洗浄不足が懸念される食材が無い 3

43 【加熱殺菌】　加熱不足が懸念される食材が無い 3

44 【増殖リスク】　加熱→冷却時　長時間危険温度帯にさらされる食材が無い 3

45 【交差汚染】　器具殺菌、手指殺菌、食材保管など交差汚染の可能性が低い 3

46 【テイクアウト、デリバリー】適切な表示・注意書きがある 3

47 【顧客クレーム】前回監査以降　クレームや異物が発生した 3

48 【他】　監査員が気づいた重大な点がある 3

器具・容器

包丁・まな板
13%
23%
0%

ダスター
4%
1%

食器・容器 18%
他器具 19%

他 13%
異物混入 5%

資材
10%
17%
2%

ＡＴＰ検査
29%
38%
50%

【重要】

7%

4%

0%

2%

1%

6%

0%

4%

飲食チェーン店舗 事例A
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【評価基準】 96点以上：Ａ　90～95点：Ｂ　　80～89点：Ｃ　　70～79点：Ｃ　69点未満：E

【評価基準】 96点以上：Ａ　　　 96点以上：Ａ　　　

90～95点：Ｂ　 90～95点：Ｂ　

80～89点：Ｃ　　 80～89点：Ｃ　　

70～79点：Ｄ　　 70～79点：Ｄ　　

69点未満：Ｅ 69点未満：Ｅ

店舗数 比率 店舗数 比率
13 15% 8 10%
29 35% 27 35%

0 0% 1 1%

37 44% 34 44%
5 6% 7 9%

飲食チェーン店舗 事例A
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エリア 店名 点数 ランク 点数 ランク 点数 ランク 平均

北エリア GB-T 98 A 97 A 97.5

CPエリア IT-F 98 A 97 A 97.5

粉エリア KT-F 97 A 97.0

CPエリア SY-M 96 A 93 B 98 A 95.7

CPエリア SY-J 93 B 97 A 95 B 95.0

北エリア SH-J 95 B 95 B 95 B 95.0

南エリア OS-J 95 B 95.0

粉エリア KK-D 95 B 95.0

南エリア ND 98 A 94 B 92 B 94.7

北エリア HH 96 A 93 B 95 B 94.7

北エリア TY 94 B 95 B 95 B 94.7

今回 前回 前々回

飲食チェーン店舗 事例A
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B
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飲食チェーン店舗 事例B



✓ どれが この飲食店にとっての重大事なのか？

✓ 対策しろというが 現実に対応可能なのか

✓ ダブルディップ（二度漬）は 監査の原則から 正し
いといえるのか

飲食店事例B:

確かにチェックリストを充実になぞった点で
は感嘆に値するが
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン その他
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飲食チェーン店舗 事例C
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飲食チェーン店舗 事例D



126

飲食チェーン店舗 事例D
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飲食チェーン店舗 事例D
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飲食チェーン店舗 事例D
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飲食チェーン店舗 事例D
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飲食チェーン店舗 事例C
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カンピロバクタ―
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A



139

食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A
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産地
冷凍有無

食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗A
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食肉パック販売店舗



食肉パック販売店舗監査で

かなり頻繁に指摘されている項目

1. 冷蔵温度、記録の写真

2. ロードライン超過

3. タレは（ ）

4. アレルゲン表記での区切りは ・

5. ポップと パック表示の値段の違い

6. 髪の毛・臭い、欠品などのPCへの苦情の聞き取り

7. 肉のラップへの巻き込み、ドリップ

8. 掃除の不徹底、不要物の置き去り
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食肉パック販売店舗監査で

指摘がなされていないことがあった項目

1. 指定・法定冷蔵温度からの「逸脱の指摘」

2. 温度記録のスキップ、温度記録と機器表示の差異

3. 同じ店舗で売られている商品でのアレルゲン表記の７種、

２８種の混在

4. アレルゲン表記の欠如、間違い、（過剰表記？）

5. 個体識別番号で 屠畜は二か月前なのに 「解凍」の表
示がない → 優良誤認をいざなう行為と判断される
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食肉パック販売店舗B
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食肉パック販売店舗B
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食肉パック販売店舗B
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食肉パック販売店舗B
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食肉パック販売店舗B



154

食肉パック販売店舗B
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食肉パック販売店舗B



ここまでを総合すると・・・
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チェックリスト方式は

藪医者の実施する人間ドックに似ている

1. 既往症は無視、家系・遺伝形質は無視 とにかく表層に

表れているサインをすべてチェックすることに注力

2. 男性にマモグラフィー、女性に前立腺がん検査

3. 表層のサイン検知に引っかかった「件数」で そのひと
の健康状態を点数判定

4. そのサインが暗示する病気の「重篤度」はカウントしな
い

5. つまり 人間ドックで 「優」の判定がなされてても
一か月後～一年後には死んでいることも十分考えられる
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そして・・・監査（員）側に

チェックリストの内容・有効性を疑うと
いう発想がない



店舗衛生監査がいかなるものである
べきかを規定する公的文書は皆無

• 独自の経験に裏打ちされた
• JFS-A/Bに準拠
• SFBBに準拠
• ミシガン州農務省フードサービス向け



監査・審査であれば不適合
の提示、その根拠の陳述、

是正措置に向かわせ
フォローアップするのが
監査員の大きな責務のはず
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不適合

⚫不適合とは何か。定義を確認した
上で不適合を提示する

⚫監査基準と比較するという原則

ポイント
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不適合とは

⚫ 観察した情報

⚫ インタビュー・聞き取り

⚫ 文書・記録

要求事項

①社外要求事項

②社内要求事項

＜ギャップがある＞

不 適 合

客観的事実 監査基準

監査基準と実際（客観的事実）のギャップ

162

監査基準のない ある
いは 監査基準と矛盾
するチェックリストは
無意味



店舗衛生監査が見失いがちな
是正処置・フォローアップ
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是正処置・フォローアップ

⚫是正処置とは何かを確認

⚫是正処置が再発防止策になっている
か、この評価が店舗衛生監査員に
とって重要であることを意識

ポイント
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是正処置とは

検出された不適合の

原因を除去するための処置
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労力と時間を「くいすぎる」と思われている

要求すべき事項をあまり熟知していない監査会社との間で

顧客/本部にとっては 白黒つけやすく

監査会社にとっては仕事をしてきた証拠として提示しやすく

作り上げられたものである傾向が強い

「早く、安く、うまいこと」が主眼

そして 顧客/本部側の関心事がどんどん積み上げられ
重厚長大化していく傾向にある・・・断捨離はおきない

是正措置・フォローアップはしかし

166



なぜ 不適合を提示し 是正措置へといざなうのかといえば

事業者のリスクマネジメントを支援
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コンプライアンス

ビジネス食品安全

店舗衛生監査で取り扱うリスクのいろいろ
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アポロ計画では（食品安全に限らず）すべて
リスクが致命的であった



170
(天てれアニメ) 「宇宙への歯みがき」より
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コンプライアンス

ビジネス食品安全

店舗衛生監査で取り扱う

飲食店チェーンのリスクのいろいろ
優良誤認を招くような
表現・虚偽広告
（表示、表記）
未成年への酒類提供

髪の毛、虫の混入
プラスティック・紙片
不快なにおい・味
不快なサービス
起因のクレーム
回収
風評被害
企業イメージの毀損
売り上げの減少

食中毒（生物、化学）
口腔内、消化管の損傷（物理）
アレルゲン表記ミス
禁止あるいは非推奨食品の提供
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コンプライアンス

ビジネス食品安全

優良誤認を招くような
表現・虚偽広告
（表示、表記）

髪の毛、虫の混入
プラスティック・紙片
不快なにおい・味
不快なサービス
起因のクレーム
回収
風評被害
企業イメージの毀損
売り上げの減少

食中毒（生物、化学）
口腔内、消化管の損傷（物理）
アレルゲン表記ミス

店舗衛生監査で取り扱う

食肉パック販売網のリスクのいろいろ
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コンプライ
アンス

ビジネス

食品
安全

そのため経営者にとっては KPIとしてわかりや
すいビジネスリスクが最大の関心事となりがち
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コンプライアンス

ビジネス食品安全

これを「本来あるべき姿」に認識させなおす



✓ 監査員としては（自分の出来る範囲で構わないの
で・・・）

✓ 本来の監査目的というものが どうあるべきものかを
考え直し

✓ 重大な不適合、軽微な不適合、観察事項を自発的に

報告し

✓ 自分の報告事項が 顧客/本部の前進を促すように

監査を組みなおし

✓ 監査会社にも 繰り返し方向性の修正を迫る

今の監査様式がそれを可能としないのであれば
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